
令和 2年 5月 29日 

                                     都立光明学園 

訪問学級感染予防マニュアル 

〔教員の健康管理〕 

① 出勤前に自身の体調のチエックや検温等をおこないます。 

② 少しでも不調のある場合は、訪問授業を中止します。 

〔訪問指導時〕 

① 上着を着ている場合は、玄関先で脱ぎ、居室に持ち込むものは必要最小限にしていきます。 

② 御家庭の洗面所等をお借りして、手洗い・うがいを実施します。 

③ 手をふくときは、使いまわしをしないために、各家庭ごとに１枚のタオル、もしくはペーパータオ

ルを持参し、使用します。 

④ 指導用のマスク・エプロンを着用します。（各家庭ごとに交換していきます） 

⑤ アルコールで手指を消毒します。 

⑥ 必要に応じて、指導用のフェイスガードや手袋をつけて指導します。 

⑦ 児童・生徒の居室に入り、授業開始いたします。 

〔授業終了時〕 

① 手指の消毒をおこなってから、使用した教材等をアルコール消毒し、カバン等に片づけます。 

② 身に着けていたエプロンや手袋は外側に触れないようにごみ袋に入れます。 

③ 最後に、洗面所等をお借りして、手洗い・うがいを実施し、玄関で上着を着て、退出いたします。 

 

マスク、エプロン、手指消毒用アルコール、フェイスガード、手袋、ペーパータオル、 

持ち帰り用ビニール袋。 

〔御家庭へのお願い〕 

① 訪問指導中、１～２時間で１０分程度の換気の御協力をお願いします。 

② コロナ禍の間は排せつ介助についてはリスクが高いので、当面御家族での実施をお願いいたしま

す。 

③ 2軒目に持ち込まないようにするために、各家庭で指導中に使用したエプロン等は訪問した御家庭

で処分していただけるよう御協力をお願いいたします。 

指導用に持参するもの 


